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１．事業認可（告示内容）

【告示番号】

令和３年３月１６日（近畿地方整備局告示第４８号）

令和３年３月２６日（大阪府告示第４６２号）

【施行者の名称】

大阪府

【都市計画事業の種類及び名称】

北部大阪都市計画道路事業 ３・３・２０５-４号 豊中岸部線

【事業地】

吹田市岸部南一丁目及び南正雀一丁目地内

【事業概要】

延長 L=４１７m、幅員 W=２２．５～４０m、車線数 ４車線

【事業期間】

令和３年３月１６日から令和１３年３月３１日
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２．位置図 吹田市
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都市計画道路 豊中岸部線
事業認可区間 L=４１７m



３．平面図
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事業区間 Ｌ＝417m W=22.5m～40.0m



４．事業認可区域図
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計画（交差点部）

５．標準断面イメージ図（１）
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５．標準断面イメージ図（２）

計画（阪急交差部）



計画（アンダー部）
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５．標準断面イメージ図（３）
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６．今後のスケジュール（予定）

事業期間

事業認可

用地測量
境界確定

用地買収
物件補償

用地測量
道路等設計

本工事

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７～１２年度

R3.3.16

R3.7
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７．今後のスケジュール（主な流れ）
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（１）土地建物等の有償譲渡については届け出が

必要です。

・事業認可を受けた路線の事業地内において、土地

建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に

大阪府への届け出が必要となります。

（２）建築等については制限されています。

・事業認可を受けた路線の事業地内において、事業

の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変

更や建築物の建築等は制限されています。

８．事業認可による制限等について
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ご協力のお願い

この事業を進めるためには、土地所有者の
皆さまには大切な土地をお譲りいただいたり、
建物の改築や移転をお願いしなければなりま
せん。

また、沿道の皆様には工事などにより、ご
迷惑、ご不便をおかけすると思いますが、皆
さまのご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。
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